
社会福祉法人はなさき仙北条件付一般競争入札公告 

 

条件付一般競争入札を行うので、社会福祉法人はなさき仙北契約手続規程第７条第１項第１号の  

規定により、次のとおり公告する。 

 

社福は仙発第 62号 

令和８年 ４月 13日 

社会福祉法人はなさき仙北 

理事長 倉橋 典夫  

１ 入札に付する事項 

（１）工 事 名 称  社福は仙発第 62号 

（令和８年度就学前教育・保育施設整備交付金申請事業） 

                 社会福祉法人はなさき仙北 だしのこ園 受電設備高圧機器更新工事 

（２）工 事 場 所   秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野１１７－２６３ 

                   幼保連携型認定こども園だしのこ園 

（３）工 期   契約締結の日から令和９年３月１４日まで 

（４）工 事 概 要   老朽化した受電設備の更新工事の実施 

                   詳細については別添設計図書等参照 

（５）予 定 価 格   １１，７８６，５００円（消費税及び地方消費税を含む額） 

（６）入札保証金   免除 

（７）契約保証金   免除 

 

２ 入札手続等に関する事項 

（１）入 札 場 所   仙北市役所西木庁舎 ２階 ２０１会議室 

（２）入 札 日 時   令和８年４月３０日（木） 午後１時３０分 

 

３ 入札参加者の資格に関する事項 

次に掲げる条件をすべて満たす者であること。  

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、国、秋田県及び仙北市の

指名停止措置を受けていないこと。また、当法人との契約において契約停止処分を受けてから２年

間を経過しない者。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定を

受けた者を除く。）でないこと。 

（４）仙北市及び大仙市内に本店、支店、営業所を有すること。 

（５）当該工事に対応する工種について、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定による建

設業の許可を受けていること。 



（６）過去５年の間で、仙北市内外における同種又は類似の工事実績があること。 

（７）こども園の運営に支障をきたさないよう、工事の日程等、要求する事項について正確かつ確実に

施工できるものであること。 

（８）工事完了後１年間、通常の使用による破損・不具合が生じた場合に当法人からの要請により、そ

の都度迅速かつ誠実に無償で対応できること。 

（９）仙北市暴力団排除条例（平成２４年仙北市条例第２号）第２条に規定する暴力団員又は暴力団と

密接な関係を有する者でないこと。 

 

４ 入札参加資格確認申請書の提出等 

（１）入札に参加しようとする者は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」と

いう。）を次により提出しなければならない。 

①提出書類等 

・条件付一般競争入札参加資格確認申請書 

（社会福祉法人はなさき仙北ホームページに用意） 

        ・建設業許可の写し  

        ・同種工事の施工実績を証明できる契約書等の写し 

※当法人が発注した同種工事の受注実績があれば提出は不要とします。 

      ②提出方法 

      社会福祉法人はなさき仙北 事務局に１部郵送又は持参すること。 

  〒014-0512秋田県仙北市西木町上荒井字古堀田 47 

社会福祉法人はなさき仙北 事務局 担当：齋藤 

③提出期間 

        令和８年４月１４日（火）から令和８年４月２７日（月）正午まで※土日祝日を除く。 

      ④提出時間 

        午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

      ⑤用紙の配付 

        社会福祉法人はなさき仙北ホームページからダウンロード 

（２）入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札

参加者（以下「落札候補者」という。）について行い、その他の者については、確認は行わないものと

する。 

  （３）確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入

札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその

旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 

 

５ 設計図書等に対する質問及び回答 

（１）設計図書等に対する質問は質疑応答書（別紙様式）により、はなさき仙北 事務局に提出すること。 

イ 質問受付期間 

令和８年４月１４日（火）から令和８年４月２４日（金）午後４時まで 

    ロ 質問提出場所及び方法 



       社会福祉法人はなさき仙北 事務局にメール（hanasaki@hanasakisemboku.or.jp）にて行う 

こと。 

（２）（１）の質問に対する回答は、社会福祉法人はなさき仙北のホームページ上に令和８年４月２８日

（火）まで随時掲載を行うものとする。 

 

６ 落札者の決定方法 

 （１）予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合に

おいて、入札価格が最も低い者が２者以上であるときは、抽選により順位を決定し、最上位者を落札

候補者とする。 

 （２）（１）落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合であっ

て、次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。 

     ①落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めら

れるとき。 

     ②落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく

不適当であると認められるとき。 

 （３）（２）によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が

当該落札候補者の次に低い者（該当する者が２者以上である場合は（１）後段の方法により、最上

位者を決定する。ただし、当該落札候補者が抽選により決定された者である場合は当該抽選の次順

位者とする。）を落札候補者とし、（２）の確認等を行うものとする。 

 （４）落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。 

 （５）（２）において入札参加資格を有しないことと決定したときは、資格なしと決定された理由を明らかに

した資格確認結果通知書を当該落札候補者に通知するものとする。 

 （６）（５）の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して２日（土日祝日を除く。）以内に、社会

福祉法人はなさき仙北事務局長に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請

求することができる。 

 

７ その他 

（１）入札参加者は印鑑を持参すること。 

（２）入札参加者が代理人の場合は委任状を提出すること。 

（３）入札書提出時に見積内訳明細書も一緒に提出すること。 

（４）入札に関する説明会及び現地説明会は実施しない。 

（５）その他、詳細については仙北市工事等入札要領を準拠する。 

  

８ お問い合わせ先  

  社会福祉法人はなさき仙北 事務局 担当：齋藤  

  〒014-0512 秋田県仙北市西木町上荒井古堀田 47  

  TEL：0187-42-8341 FAX：0187-47-2121  

  E-mail：hanasaki@hanasakisemboku.or.jp 
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